
（別紙１）



　　年　　月　　日


（あて先）こども政策課


（申込者）
　　　　　　　　　　　　　　所在地（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団体名（商号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　代表者肩書・氏名　　　　　　　　　　　　        　㊞ 
※自署の場合は押印不要です



茨木市こどもの居場所ネットワーク入会申込書兼同意書


私は、入会における「了承事項」（裏面）の内容に同意したうえで、茨木市こどもの居場所ネットワークへの入会を申し込みます。





	こどもの居場所名
	

	担当者
	
（連絡先：　　　　　　　　　　　　　　）


　　※団体情報は別紙２のとおり

茨木市こどもの居場所ネットワーク　入会における「了承事項」
１　ご入会は、次の項目をすべて満たすこどもの居場所に限ります。
（１）こどもが自由に過ごせるあそび場や学習支援、体験活動の場等を提供すること。
（２）市内でこどもの居場所を原則として毎月１回以上開催すること。
（３）こどもの居場所を利用する者から徴収する金額が無料又は活動に要する経費として相当
と認められる範囲内であること。
（４）こどもの居場所を利用する者の様子を見守り、必要に応じて専門の支援機関につなぐこと。
（５）原則、市ホームページやチラシ等において開催内容等を公開し、こどもの居場所の利用対象者に情報が届く手段により周知すること。
（６）誰もが来やすい開かれた場所で実施すること。
（７）営利、政治又は宗教的活動を目的としていないこと。
（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員及び暴力団と密接な関係にある者でないこと。
（９）公序良俗に反する活動をしていないこと。
２　団体情報に変更がある場合、休会または退会を希望する場合は、指定の様式にて速やかにお知らせください。
３　こどもの居場所の取組みは、各団体が創意工夫して自らの責任のもとで実施しているものであり、茨木市こども政策課の管理のもとで行っているものではないため、各こどもの居場所で発生した事故やトラブルに関して、茨木市は一切の責任を負いません。
４　次の項目のいずれかに該当するときは、ネットワークから退会いただきます。
（１）申込内容を偽って記載したことが判明したとき。
（２）入会条件に定める事項を満たさなくなったとき。
（３）市からの連絡及び照会に対し、一定期間応答がないとき
（４）事業者が提供したサービスにおいて事故等が発生し、利用者又は第三者に重大な損害を与えたとき。
（５）利用者からの苦情、その他外部から得た情報等をもとに、こどもの居場所として不適当と認められるとき。
[bookmark: _GoBack]（６）その他市長が必要と認めるとき
５　サービス提供中に事故等が発生した場合は、速やかに関係機関に連絡して対応してくださ
い。
